
証券コード　6185

第23期
定時株主総会招集ご通知
日時
2020年6月22日（月曜日）午前10時
場所
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番2号
渋谷マークシティ内
渋谷エクセルホテル東急6階
プラネッツルーム
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項
第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）
５名選任の件
第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

お土産の廃止について
本年より、株主総会にご出席の株主様へお配り
しておりましたお土産は、株主様の平等性等を
勘案し、取りやめとさせていただきます。何卒
ご理解くださいますようお願い申しあげます。

SMN株式会社



証券コード6185
2020年６月５日

株　主　各　位
東京都品川区大崎二丁目11番１号
Ｓ Ｍ Ｎ 株 式 会 社
代表取締役社長 石 井 隆 一

第23期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第23期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主
総会当日のご来場を見合わせていただき、書面による議決権行使を行っていただくよう強くご推奨申
しあげます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示いただき、2020年６月19日（金曜日）午後６時30分までに到着するようご返
送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月22日（月曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番２号　渋谷マークシティ内

渋谷エクセルホテル東急　６階　プラネッツルーム
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項

１．第23期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第23期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

－ 1 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

　本招集ご通知において提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個
別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサ
イト（アドレスhttps://www.so-netmedia.jp/)に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面
には記載しておりません。
　なお、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査し
た連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知の提供書面に記載のものの他、この「連結注記表」
及び「個別注記表」として表示すべきものも含まれております。
　株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事
項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.so-netmedia.jp/)に掲載させて
いただきます。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、株主総会当日のご出席を検討されている株主様におかれまし
ては、株主総会当日の流行状況やご自身の体調を十分にご確認のうえ、マスク着用などの感染予防に
最大限ご配慮いただきますようお願いいたします。
なお、株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な座席が確保できない可能性があります。満席
となった場合、ご来場いただきましても入場をお断りすることになりますので、あらかじめご承知く
ださいますようお願いいたします。
また、株主総会当日の新型コロナウイルスの感染状況に応じ、当社は必要な感染防止策を行います。
今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、以下のウェブサイトでお知らせいた
しますのでご確認ください。
https://www.so-netmedia.jp/
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（４名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため１名増員し、取締
役５名（うち社外取締役２名）の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会および指名報酬委員会は、全ての取締役候補者
について適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏　名 現在の地位 担当及び重要な兼職の状況 属　性

1 石井　隆一 代表取締役社長 担当　経営全般 再 任

2 中川　典宜 取締役執行役員 担当　管理全般 再 任

3 髙垣　浩一 ソニーネットワークコミュニケーションズ

株式会社 代表取締役 執行役員社長
新 任

4 金川　裕一 横河レンタ・リース株式会社 代表取締役会

長
新 任 社 外 独 立

5 佐渡島 庸平 社外取締役 株式会社コルク代表取締役 再 任 社 外 独 立

＜ご参考＞ 取締役候補者の指名方針及び手続き
　当社は、取締役候補者の指名にあたっては指名委員会等設置会社における指名委員会と同様の機能を果たすものとして、
社外取締役が半数以上を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。この指名報酬委員会の審議に基づき、取締役候
補者の指名について取締役会に答申を行っております。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 数
（2020年３月
3 1 日 現 在 ）

１

いし
石

い
井

りゅう
隆

いち
一

(1965年５月31日)

2000年１月 ソニー株式会社入社

49,051株

2008年９月 ソネットエンタテインメント株式会社
（現ソニーネットワークコミュニケーシ
ョンズ株式会社）入社

2008年９月 So-net Entertainment Taiwan Limited
執行長

2012年４月 ソネットエンタテインメント株式会社
（現ソニーネットワークコミュニケーシ
ョンズ株式会社）執行役員

2014年１月 ソネット株式会社（現ソニーネットワー
クコミュニケーションズ株式会社）
代表取締役 執行役員社長

2014年１月 当社取締役
2016年４月 ソネット株式会社（現ソニーネットワー

クコミュニケーションズ株式会社）取締
役 執行役員EVP

2017年１月 当社代表取締役社長（現任）
（担当）
経営全般

石井隆一氏を取締役候補者とした理由は、会社経営の経験が豊富なことから、適切
な経営に関する業務執行を期待できるため適任であると判断いたしました。

－ 4 －



候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 数
（2020年３月
3 1 日 現 在 ）

２

なか
中

がわ
川

のり
典

よし
宜

(1971年４月８日)

2007年６月 ソネットエンタテインメント株式会社
（現ソニーネットワークコミュニケーシ
ョンズ株式会社）入社

40,782株

2013年12月 ソネットメディアエンタテインメント株
式会社（現株式会社ソラシア・エンタテ
インメント）取締役

2014年９月 当社入社 経営管理部長
2015年１月 当社執行役員
2016年４月 ソネット・メディア・トレーディング株

式会社（現ＳＭＴ株式会社）取締役
2016年６月 当社取締役 執行役員（現任）
2017年９月 ソネット・メディア・ベンチャーズ株式

会社（現ＳＭＮベンチャーズ株式会社）
取締役（現任）

（担当）
管理全般

中川典宜氏を取締役候補者とした理由は、会社経営の経験が豊富なことから、適切
な経営に関する業務執行を期待できるため適任であると判断いたしました。

３

た か

髙
が き

垣
 

 
ひ ろ

浩
か ず

一
(1962年６月25日)

1983年４月 ソニー株式会社入社

－株

2007年４月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ
ケーションズ株式会社 常務取締役

2013年４月 ソニーモバイルコミュニケーションズジ
ャパン株式会社 代表取締役社長

2018年４月 ソニーネットワークコミュニケーション
ズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 
ソニーモバイルコミュニケーションズジ
ャパン株式会社 代表取締役社長

2020年４月 ソニーネットワークコミュニケーション
ズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 
ソニーマーケティング株式会社 ソニーマ
ーケティングジャパン 執行役員副社長 
モバイルビジネス本部長（現任）

髙垣浩一氏を取締役候補者とした理由は、会社経営の経験が豊富なことから、適切
な経営に関する業務執行を期待できるため適任であると判断いたしました。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 数
（2020年３月
3 1 日 現 在 ）

４

か な

金
が わ

川
 

 
ゆ う

裕
い ち

一
(1959年６月25日)

1982年４月 株式会社横河電機製作所（現横河電機株
式会社）入社

－株

1996年11月 横河マルチメディア株式会社 設立 代表
取締役社長

2001年４月 横河キューアンドエー株式会社(現キュ
ーアンドエー株式会社)代表取締役会長

2003年６月 横河キューアンドエー株式会社(現キュ
ーアンドエー株式会社)代表取締役社長

2015年４月 キューアンドエー株式会社 代表取締役会
長

2016年３月 横河レンタ・リース株式会社 取締役（非
常勤）

2016年４月 横河レンタ・リース株式会社 代表取締役
社長

2020年４月 横河レンタ・リース株式会社 代表取締役
会長（現任）

金川裕一氏は、社外取締役候補者であります。同氏を社外取締役候補者とした理由
は、会社経営の経験が豊富なことから、適切な助言等をいただけるため適任である
と判断いたしました。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 数
（2020年３月
3 1 日 現 在 ）

５

さ
佐

ど
渡

しま
島

 
　

よう
庸

 
　

へい
平

（1979年７月24日）

2002年４月 株式会社講談社入社

1,800株

2012年10月 株式会社コルク設立
代表取締役（現任）

2013年10月 株式会社マグネット（現株式会社マン
バ）設立 取締役

2015年５月 株式会社マグネット（現株式会社マン
バ）代表取締役

2016年10月 株式会社マンバ 代表取締役社長
2017
2018

年
年

３
６

月
月

株式会社カヤック 社外取締役（現任）
当社社外取締役（現任）

佐渡島庸平氏は、社外取締役候補者であります。同氏を社外取締役候補者とした理
由は、会社経営の経験が豊富なことから、適切な助言等をいただけるため適任であ
ると判断いたしました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主
総会の終結の時をもって２年となります。

（注）１．当社は、取締役候補者の指名にあたっては指名委員会等設置会社における指名委員会と同様の機能を
果たすものとして、社外取締役が半数以上を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。この
指名報酬委員会の審議に基づき、取締役候補者の指名について取締役会に答申を行っております。

２．石井隆一氏及び中川典宜氏につきましては、当社の親会社であるソニーネットワークコミュニケーシ
ョンズ株式会社及びその子会社の過去５年間における地位及び担当を略歴に含めて記載しております。
また、髙垣浩一氏につきましては、当社の親会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株
式会社の現在及び過去５年間における地位及び担当を略歴に含めて記載しております。

３．当社は、髙垣浩一氏が代表取締役社長を務めるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の
子会社になります。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

４．当社は、佐渡島庸平氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第
425条第１項に定める最低責任限度額としており、佐渡島庸平氏の再任が承認された場合は、同氏と
の当該契約を継続する予定であります。また、髙垣浩一氏、金川裕一氏の選任が承認された場合は当
該契約を締結する予定であります。

５．当社は、佐渡島庸平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が
承認された場合は、届け出を継続する予定であります。また、金川裕一氏の選任が承認された場合は
独立役員として届け出る予定であります。
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第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
監査等委員である取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の指名報酬委員会による審議を経たうえ、監査等委員会の同意
を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 数
（2020年３月
3 1 日 現 在 ）

１

よ し

吉
む ら

村　
ま さ

正
な お

直
(1956年５月17日)

1981年４月 ソニー株式会社入社

6,000株

1998年 １月 ソネット株式会社（現ソニーコミュニケ
ーションネットワーク株式会社）入社

2008年 ４月 So-net  Ente r ta inment  Ta iwan 
Limited CFO

2011年６月 ソネットエンタテインメント株式会社
（現ソニーネットワークコミュニケーシ
ョンズ株式会社）常勤監査役

2011年６月 当社監査役
2012年６月 エムスリー株式会社監査役
2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
2017年６月 ソネット・メディア・トレーディング株

式会社（現ＳＭＴ株式会社）監査役（現
任）
ソニー不動産株式会社（現SREホールデ
ィングス株式会社）社外取締役（監査等
委員）

2019年９月 株式会社ASA監査役（現任）
吉村正直氏を候補者とした理由は、海外法人を含む会社経営の経験が豊富なことか
ら、当社の経営監督に適切な助言等をいただけるため適任であると判断いたしまし
た。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 数
（2020年３月
3 1 日 現 在 ）

２

あ い

相
う ち

内　
や す

泰
か ず

和
(1952年７月１日)

1977年４月 モルガン銀行東京支店入行

7,800株

1998年４月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入行 日
本総支配人

2003年７月 ドイツ銀行東京支店入行 支店長
2006年６月 ソニーコミュニケーションネットワーク

株式会社（現ソネット株式会社）監査役
2015年４月 当社監査役
2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
2018年１月 一般社団法人日本ガストロノミー協会理

事（現任）
相内泰和氏を候補者とした理由は、金融機関での経営経験が豊富なことから、当社
の経営監督に適切な助言等をいただけるため適任であると判断いたしました。

３

ほ ん

本
ま

間　
と し

俊
ゆ き

之
（1963年５月25日）

1987年４月 古河電気工業株式会社入社

－株

1988年11月 フランス・インドスエズ銀行 東京支店 入
社

1996年１月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券
（現ドイツ証券株式会社）入社（経理部）

1998年９月 メリルリンチ証券 東京支店 入社（経理
部）

1999年６月 ドイツ証券株式会社 入社（経理部）
2019年６月 株式会社ササキスポーツ入社 経理部副部

長（現任）
本間俊之氏を候補者とした理由は、経理部門での経験が豊富なことから、当社の経
営監督に適切な助言等をいただけるため適任であると判断いたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．吉村正直氏、相内泰和氏、本間俊之氏は、いずれも社外取締役候補者であります。
　　社外取締役候補者の選任理由については、上記に記載のとおりであります。
　　なお、本間俊之氏は、役員として会社経営に関与した経験はありませんが、候補者とした理由に基づ

き、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしまし
た。

３．吉村正直氏、相内泰和氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、
本総会終結の時をもって４年となります。
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４．当社は、吉村正直氏、相内泰和氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、本間俊之氏の選任、吉村正直氏及び相内
泰和氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を締結、継続する予定であります。

５．本間俊之氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする
予定であります。

以上
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当社グループが事業を展開しているインターネット広告市場は、スマートフォンの普及
や通信環境の整備等により、引き続き拡大を続けております。「2019年日本の広告費」
（株式会社電通調べ）によると、2019年のインターネット広告費は前年から19.7％増加し
て2兆1,048億円、運用型広告費においては、前年比15.2％増の1兆3,267億円と引き続き高
い成長を示しました。
　このような経営環境のもと、当社グループは、「発想力と技術力で社会にダイナミズム
をもたらすユニークな事業開発会社になる」という経営理念のもと、コアプロダクトであ
るDSP（注１）「Logicad（ロジカド）」の商品力強化及びマーケティングソリューショ
ンのサービス拡販に取り組みました。
　以上の結果、当連結会計年度における当社の売上高は11,607,509千円（前期比13.6％
増）、営業利益は747,875千円（前期比3.1％増）、経常利益は735,413千円（前期比2.6％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益は483,781千円（前期比16.1％減）となりました。
　なお、2019年10月１日に、当社商号を「ソネット・メディア・ネットワークス株式会
社」から「ＳＭＮ株式会社 （英語表記：SMN Corporation）」に変更いたしました。当
社は、2012年４月にインターネット広告買付プラットフォームであるDSP「Logicad」の
提供を開始し、マーケティングテクノロジー事業を軸に事業規模を拡大してまいりました。
現在では、これまで培った技術を活かしながら、新規領域への展開やソリューション型ビ
ジネスへの転換に取り組んでおります。このような状況の中、これまでの成長の歴史と新
しい取り組みの融合を目指したブランド力の強化を目的として、商号変更しております。
当社グループはマーケティングテクノロジー事業の単一セグメントでありますが、取扱い
サービス別の売上高の概況は次のとおりであります。
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アドテクノロジー 売上高 7,016百万円

　広告主の広告配信効果を最適化するための広告買付プ
ラットフォームであるDSP「Logicad」の提供を行って
おります。当連結会計年度は、リターゲティング商材の
売上が前年以下となるも、リターゲティング以外の商材
が伸長し、アドテクノロジーの売上は前期比12.9％増の
7,016,875千円となりました。

60.5%

売上高構成比
7,0166,216

第22期
（2019年3月期）

第23期
（2020年3月期）

（単位：百万円）売上高

マーケティングソリューション 売上高 3,990百万円

　広告主と媒体を限定したクローズド型アフィリエイト
「SCAN（スキャン）」の提供を行っております。当連
結会計年度は、広告主及び媒体運営業者の開拓に努めた
結果、複数の既存カテゴリにおいて売上が伸長し、マー
ケティングソリューションの売上は前期比7.6％増の
3,990,615千円となりました。

34.4%

売上高構成比
3,9903,710

第22期
（2019年3月期）

第23期
（2020年3月期）

（単位：百万円）売上高

その他 売上高 600百万円

　親会社であるソニーネットワークコミュニケーション
ズ株式会社が保有するポータルサイト「So-net（ソネッ
ト）」の広告枠の企画及び仕入販売を中心に媒体の広告
収益最大化を支援するサービスを行っております。ま
た、第２四半期連結会計期間に子会社化した、株式会社
ASAにおいてはデジタルコンテンツの制作及び開発、品
質保証のサービスを提供しております。当連結会計年度
は、ポータルサイト「So-net」の広告枠の企画及び仕入
販売が減少いたしましたが、子会社化した株式会社ASA
の売上が連結されたことにより、その他の売上は前期比
106.6％増の600,018千円となりました。

5.2%

売上高構成比
600

290

第22期
（2019年3月期）

第23期
（2020年3月期）

（単位：百万円）売上高

 
（注）1：Demand Side Platformの略で、広告主の広告配信効果を最適化するための広告買付プラットフォーム。媒体側の広告収益の最大化を

支援するプラットフォームであるSSP（注2）と対になる仕組みであり、両者はRTB（注3）を通して、広告枠の売買をリアルタイムに行
っている。

2：Supply Side Platformの略。
3：Real Time Biddingの略で、媒体を閲覧したユーザーの1インプレッション毎にインターネット広告枠の売買がリアルタイムにオーク
ション形式で行われる仕組み。

－ 12 －



サービス別売上高

事 業 区 分
第 22 期

（2019年３月期）
第 23 期

（2020年３月期）
（当連結会計年度）

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

ア ド テ ク ノ ロ ジ ー 6,216,510千円 60.8％ 7,016,857千円 60.5％

マーケティングソリューション 3,710,012 36.3 3,990,615 34.4

そ の 他 290,457 2.8 600,018 5.2

合 計 10,216,981 100.0 11,607,509 100.0

②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は762,977千円であり、その

主な内容は、ソフトウエアの開発660,660千円によるものであります。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、2019年8月21日付で、株式会社ASA（宮城県仙台市）の発行済株式（議決権所有割
合）の68.6%を取得し、連結子会社といたしました。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
　①　企業集団の財産及び損益の状況

区　分 第20期
（2017年3月期）

第21期
（2018年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第23期
（当連結会計年度）
（2020年3月期）

売上高 （千円） 6,961,486 9,021,014 10,216,981 11,607,509
経常利益 （千円） 324,131 537,312 716,741 735,413
親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 250,735 637,529 576,906 483,781
1株当たり当期純利益 （円） 21.51 51.41 45.15 37.73
総資産 （千円） 3,986,118 4,944,562 5,599,145 6,610,262
純資産 （千円） 2,817,441 3,505,443 4,162,010 4,570,216
1株当たり純資産額 （円） 232.67 227.34 323.16 354.12

 
（注）当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2018年9月1日付で普通株式1株につき2株

の割合で株式分割を行っております。2017年3月期期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利
益を算定しております。

11,607
10,216

6,961
9,021

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：百万円）売上高

735716

324

537

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：百万円）経常利益

483
576

250

637

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

37.73
45.15

21.51

51.41

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益

6,610

4,570

5,599

4,162
3,986

2,817

4,944

3,505

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

354.12
323.16

232.67 227.34

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：円）1株当たり純資産
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　②　当社の財産及び損益の状況

区　分 第20期
（2017年3月期）

第21期
（2018年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第23期
（当事業年度）

（2020年3月期）
売上高 （千円） 4,506,143 5,700,669 6,379,129 6,799,974
経常利益 （千円） 178,517 382,506 533,766 465,902
当期純利益 （千円） 158,855 534,905 453,568 320,075
1株当たり当期純利益 （円） 13.63 43.13 35.50 24.97
総資産 （千円） 3,503,546 4,291,794 4,735,685 5,246,631
純資産 （千円） 2,722,516 3,308,298 3,841,897 4,174,104
1株当たり純資産額 （円） 224.83 261.75 298.30 323.42

 
（注）当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2018年9月1日付で普通株式1株につき2株

の割合で株式分割を行っております。2017年3月期期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利
益を算定しております。

6,799

4,506
5,700

6,379

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：百万円）売上高

465

178

382

533

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：百万円）経常利益

320

158

534
453

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：百万円）当期純利益

24.97

13.63

43.13
35.50

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

5,246

4,1743,503
4,291

4,735

3,841
3,308

2,722

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

323.42

224.83
261.75

298.30

第20期
（2017年3月期）

第23期
（2020年3月期）

第22期
（2019年3月期）

第21期
（2018年3月期）

（単位：円）1株当たり純資産
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 に 対 す る
議 決 権 比 率 当 社 と の 関 係

ソニーネットワークコミュ
ニケーションズ株式会社 7,969百万円 60.92％ 広告枠の仕入、出向者の受入等

ソニーモバイルコミュニ
ケーションズ株式会社 3,000百万円 60.92％

(60.92％) 該当事項はありません

ソ ニ ー 株 式 会 社 880,214百万円 60.92％
(60.92％) 出向者の受入等

(注)１．当社の親会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、ソニーモバイ
ルコミュニケーションズ株式会社の完全子会社であり、また、ソニーモバイルコミュニケ
ーションズ株式会社は、ソニー株式会社の完全子会社であり、ソニーモバイルコミュニケ
ーションズ株式会社及びソニー株式会社も当社の親会社に該当しております。

　２．当社に対する議決権比率欄の（）内は間接所有割合で、内数で記載しております。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

Ｓ Ｍ Ｔ 株 式 会 社 30百万円 100.0％ ク ロ ー ズ ド 型 ア フ ィ リ エ イ ト
「SCAN」

（注）ソネット・メディア・トレーディング株式会社は2020年４月１日付で、ＳＭＴ株式会社に社名
変更しております。
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⑷　対処すべき課題
　当社グループは引き続き成長が見込まれるインターネット広告市場において、新規領域への展
開やソリューション型ビジネスへの転換に取り組みました。
　2021年3月期は中期事業戦略として「新たなデータの活用」と「領域の拡大」を策定しており
ます。「新たなデータの活用」では、位置情報や動画視聴データを活用した事業展開を模索しま
す。また、「領域の拡大」ではこれまで培ってきた経験をもとにした広告配信以外のサービス展
開を目指し、企業価値の更なる向上に努めてまいります。現時点において、対処すべき課題とし
て当社グループで認識している事項につきましては、以下のとおりであります。

①技術力を軸にした新規サービスの拡大
②マーケティング力強化による顧客満足度の向上
③ビッグデータを高速処理するシステムの安定運用
④優秀な人材の確保と教育制度の充実
⑤グループ全体での内部管理体制強化

⑸　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

マーケティングテクノロジー事業
アドテクノロジー DSP「Logicad」
マーケティングソリューション クローズド型アフィ
リエイト「SCAN」
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⑹　主要な営業所（2020年３月31日現在）
①　当社

本 社 東京都品川区

支 店 関西（大阪市）、九州（福岡市）

②　子会社
ソネット・メディア・トレ
ー デ ィ ン グ 株 式 会 社 東京都品川区

株 式 会 社 A S A 宮城県仙台市

（注）ソネット・メディア・トレーディング株式会社は2020年４月１日付で、ＳＭＴ株式会社に社名
変更しております。

⑺　使用人の状況（2020年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

236名 62名

（注）１．使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ
への出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員については、使用人総数の10%未満のため、記載
を省略しております。

２．従業員数が当連結会計年度において62名増加しておりますが、うち41名は株式会社ASAを新たに連
結子会社としたことによるものです。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

151名 13名 32.7歳 3.7年

（注）　使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パ
ート及び嘱託社員については、使用人総数の10%未満のため、省略しております。
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⑻　主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）

借　入　先 借　入　額

株式会社仙台銀行 62,625千円

日本政策金融公庫 54,315

株式会社荘内銀行 33,248

株式会社七十七銀行 14,628

株式会社三井住友銀行 8,302

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　2019年10月１日付で当社商号を「ソネット・メディア・ネットワークス株式会社」から「Ｓ
ＭＮ株式会社」に社名変更しております。また、当社子会社である「ソネット・メディア・トレ
ーディング株式会社」は2020年４月１日付で、商号が「ＳＭＴ株式会社」に変更になりました。
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２．株式の状況（2020年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 32,000,000株
⑵　発行済株式の総数 13,043,733株(自己株式137,742株含む)

　（注）１．ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は139,600株増加しております。
２．特定譲渡制限付株式発行により、発行済株式の総数は24,449株増加しております。

⑶　株主数 3,238名
⑷　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 7,861千株 60.91％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託
口） 764 5.92

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託
口） 412 3.19

中尾　嘉孝 257 1.99

ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　
ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ） 159 1.23

吉田　悟 150 1.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 139 1.07

株式会社森本本店 137 1.06

ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ
ＯＮＡＬ 126 0.98

宮口　文秀 121 0.94

　（注）持株比率は、自己株式（137,742株）を控除して計算しております。
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３．新株予約権等の状況（2020年３月31日現在）
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2014年12月24日

新 株 予 約 権 の 数 300個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 120,000株
(新株予約権１個につき400株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
120,000円

(１株当たり　300円)

権 利 行 使 期 間 2017年１月１日から
2024年12月23日まで

行 使 の 条 件 （注）1.２

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委
員を除く）

取 締 役
（社外取締
役を除く）

新株予約権の数 300個
目的となる株式数 120,000株
保有者数 1名

社外取締役 －

取締役（監査等委員） －

（注）１．新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合には新株予約権を行使することができ
ないものとする。但し、新株予約権者が、当社の取締役又は従業員の地位のいずれも喪失した場合で
あっても、定年退職等正当な理由があるとして当社が承認した場合は、この限りではない。

２．前号のほか、権利行使の条件については新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
の割当を受けた者との間で個別に締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2020年３月31日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 石井 隆一 経営全般担当

取締役執行役員 中川 典宜 管理全般担当

取締役 田知花 隆司

取締役 佐渡島 庸平 株式会社コルク代表取締役
株式会社カヤック社外取締役

取締役（常勤監査等委員） 吉村 正直
ソネット・メディア・トレーディング株式会社
（現SMT株式会社）監査役
株式会社ASA監査役

取締役（監査等委員） 荒田 賢司
フローバル株式会社常勤監査役
公益社団法人日本技術士会近畿本部兵庫県支部
幹事

取締役（監査等委員） 相内 泰和 一般社団法人日本ガストロノミー協会理事

（注）１．取締役佐渡島庸平氏、取締役（監査等委員）吉村正直氏、荒田賢司氏及び相内泰和氏は、社外取締役
であります。

２．当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。

３．吉村正直氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員
会への十分な情報提供により、監査の実効性を高めるためであります。

４．当事業年度中に取締役の重要な兼職の状況が次のとおり変更されました。
氏名 重要な兼職の状況

変更前 変更後 異動日

田知花 隆司 株式会社フロンテッジ代表
取締役

（退任） 2020年1月1日付

吉村 正直 株式会社ASA監査役 2019年９月20日付

荒田 賢司 フローバル株式会社常勤監
査役
日本技術士会近畿本部兵庫
県支部幹事

2019年６月27日付
2019年７月７日付

相内 泰和 株式会社GFC Tokyo代表
取締役

（退任） 2020年３月31日付
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⑵　取締役の報酬等
　当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く )
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

3名
（1）

85,013千円
（3,600）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

3
（3）

18,000
（18,000）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

6
（4）

103,013
（21,600）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、取締役の
報酬決定にあたっては指名委員会等設置会社における報酬委員会と同様の機能を果たすものとして、
指名報酬委員会を設置しております。この委員会は、取締役の報酬制度や報酬水準について意見を求
め評価実施をするものであります。

２．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月20日開催の第19期定時株主総会において、
年額100,000千円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月20日開催の第19期定時株主総会において、年額
30,000千円以内と決議いただいております。

４．社外役員が親会社等又は当該親会社等の子会社等から受けている役員報酬等はありません。

⑶　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役佐渡島庸平氏は、株式会社コルク代表取締役および株式会社カヤック社外取締役であ
ります。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）吉村正直氏は、当社子会社のソネット・メディア・トレーディング株
式会社（現SMT株式会社）および株式会社ASAの監査役を兼職しております。

・取締役（監査等委員）荒田賢司氏は、フローバル株式会社の常勤監査役および日本技術士会
近畿本部兵庫県支部員を兼職しております。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）相内泰和氏は、一般社団法人日本ガストロノミー協会理事であります。
当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
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②　当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 佐渡島　庸　平

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。出
席した取締役会において、会社経営等の職務経験が豊富でありそれら
の見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、
適宜発言を行っております。

取締役
（常勤監査等委員） 吉 村 正 直

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに監査等委員として出席
いたしました。出席した取締役会において、会社経営等の職務経験が
豊富であり、また他の会社を含め監査役としての経験が豊富でもあ
り、それらの見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するため、適宜発言を行っております。また、当事業年度において開
催された監査等委員会14回の全てに出席し、主に当社の事業執行状況
について適宜、必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員） 荒 田 賢 司

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに監査等委員として出席
いたしました。出席した取締役会において、他の会社を含め監査役と
しての経験が豊富でありこの見地から、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するため、適宜発言を行っております。また、当事業年
度において開催された監査等委員会14回の全てに出席し、主に当社の
内部統制について適宜、必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員）

相 内 泰 和

当事業年度に開催された取締役会12回に監査等委員として出席いたし
ました。出席した取締役会において、金融機関等の経営者として経験
豊富な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
め、適宜発言を行っております。また、当事業年度において開催され
た監査等委員会13回に出席し、主に経営全般についての意見交換等、
適宜、必要な発言を行っております。

⑷　責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の全員は、会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額としております。
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５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　PwCあらた有限責任監査法人

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32,000千円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 32,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務状況及び報酬見積りの算定根拠につ
いて、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしまし
た。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定し
た取締役（監査等委員）は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであり
ます。
⑴　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①取締役会は、経営機構及び行動規範・職務分掌その他重要な職務の執行に関する体制や規
程を定め、法令遵守を確保する体制を構築する。

②取締役及び従業員等は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づ
き職務の執行を行う。

③監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席する等、法令に定める権限を行使し、監査等
委員ではない取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査部
門・会計監査人と連携・協力の上、監視し検証する。

④内部監査部門は、監査等委員・会計監査人と連携・協力の上、内部統制システムの整備・
運用状況を監視し、検証する。

⑤取締役及び従業員等は、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で対応し、その関係排除に
取り組む。

⑥当社は、法令遵守を確保するための担当部門を定め、社内における法令遵守の推進を目的
としコンプライアンス委員会を開催し法令遵守を推進する。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び従業員等は、職務の執行に係る情報を、社内規程等に従い、適切に保存、管理す
る。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理を統括する規程及び担当部門を定め、当社の損失の危険を管理する。

⑷　取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、執行役員を選任し、また職務の遂行にかかる社内規程等を定め、取締役の職務の遂
行が効率的に行われる体制を構築する。
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⑸　当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制
①親会社を含むグループ会社との取引に関する体制
　少数株主保護のため、当該取引等の必要性及び当該取引等の条件が第三者との通常の取引

の条件と著しく相違ないことを十分に確認する。
②子会社に関する業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ行動規範、関係会社管理規程等の諸規程を定め、これに沿って子会社の
取締役の職務の執行状況の報告体制、リスク管理体制、法令遵守の確保体制を構築する。
また、当社及び子会社の監査等委員ではない取締役及び従業員等は、監査等委員が子会社
の調査等を行うことに協力する。

③その他の体制
当社は、連結決算を管理する規程及び担当部門を定め、必要に応じて親会社及び子会社と
連携し、連結決算を管理する。

⑹　監査等委員がその職務を補助すべき使用人（以下、「監査等委員補助者」という。）に関す
る体制

　　①監査等委員補助者の任命
当社は必要に応じて、監査等委員補助者の任命を行う。

②監査等委員補助者の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員補助者の任免及び人事考課については、監査等委員の同意を必要とし、業務上
の合理性が認められる範囲で監査等委員ではない取締役からの独立性が確保される。

③監査等委員から監査等委員補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員補助者は、内部統制システムの適切な運用のために監査等委員から指示を受け
た場合は、これに従って行動し監査等委員の職務を支援するものとする。
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⑺　監査等委員への報告に関する体制
　　①監査等委員ではない取締役及び使用人が当社の監査等委員に報告をするための体制

監査等委員ではない取締役及び従業員等は、監査等委員から事業の報告を求められた場合
には、速やかにこれを監査等委員に報告する。また、社内通報制度を利用した通報を受理
した者は、ただちに監査等委員にこれを報告する。

　　②当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないための体制
当社は、誠実に通報を行った取締役及び従業員等を、公正にまた丁重に取り扱い、かかる
通報者に対する一切の報復措置を許容せず、また、かかる通報者の匿名性を可能な限り維
持することに努める。

⑻　監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査等委員は、監査等委員の職務の執行に関する活動計画及び費用計画を作成し、当社は、
かかる活動計画及び費用計画に従い、監査等委員が行った活動に伴い発生した費用を負担す
る。

⑼　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査等委員との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査等委員会の監
査の環境整備に必要な措置をとる。

　２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社グループは上記１．に掲げた体制の整備のために必要な諸規程を制定し、当該諸規程に基づ
く運用を行い、また必要に応じた見直しを実施することで、内部統制システムの実効性の向上を図
っております。また、監査等委員会の監査のほか重要な会議への出席等による業務執行状況等、そ
の他内部監査担当部門との連携により、当社グループにおける監督に必要な体制を構築し運用して
おります。
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７．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。現在、当社は成長過程
にあると認識しており、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当する
ことにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋が
るものと考えております。将来的には各期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘
案したうえで株主に対して利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施の
可能性及びその時期等については未定であります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備
工 具 、 器 具 及 び 備 品
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
敷 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

3,932,610
2,109,559
1,675,957

153,359
△6,265

2,677,651
353,195
168,881
158,821
25,492

1,830,150
1,319,974

171,479
337,444

1,252
494,305
183,983
219,113
104,541

△13,332

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 1,813,208

買 掛 金 1,129,267
未 払 法 人 税 等 161,348
未 払 消 費 税 等 40,043
そ の 他 482,548

固 定 負 債 226,836
長 期 借 入 金 138,154
資 産 除 去 債 務 69,162
退 職 給 付 に 係 る 負 債 3,384
そ の 他 16,135

負 債 合 計 2,040,045
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,567,503
資 本 金 988,263
資 本 剰 余 金 2,018,209
利 益 剰 余 金 1,677,023
自 己 株 式 △115,993

その他の包括利益累計額 2,713
その他有価証券評価差額金 11
為 替 換 算 調 整 勘 定 2,701

純 資 産 合 計 4,570,216
資 産 合 計 6,610,262 負 債 純 資 産 合 計 6,610,262

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 11,607,509
売 上 原 価 8,766,723
売 上 総 利 益 2,840,786
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,092,911
営 業 利 益 747,875
営 業 外 収 益

受 取 利 息 28
受 取 配 当 金 35
為 替 差 益 918
受 取 家 賃 3,086
雑 収 入 533
そ の 他 255 4,858

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,720
固 定 資 産 除 却 損 9,287
投 資 有 価 証 券 評 価 損 648
支 払 手 数 料 1,249
売 上 割 引 2,076
雑 損 失 487
そ の 他 849 17,320

経 常 利 益 735,413
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 735,413
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 211,806
法 人 税 等 調 整 額 39,825 251,631
当 期 純 利 益 483,781
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ( △ ) －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 483,781

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 967,723 1,998,659 1,193,242 △696 4,158,928

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 20,539 20,539 41,079

親会社株主に帰属する当期純利益 483,781 483,781

自 己 株 式 の 取 得 △169,462 △169,462

自 己 株 式 の 処 分 △989 54,166 53,176

連結子会社株式の取得によ
る 持 分 の 増 減 －

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) －

当連結会計年度変動額合計 20,539 19,550 483,781 △115,296 408,575

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 988,263 2,018,209 1,677,023 △115,993 4,567,503

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 786 2,296 3,082 4,162,010

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 41,079

親会社株主に帰属する当期純利益 483,781

自 己 株 式 の 取 得 △169,462

自 己 株 式 の 処 分 53,176

連結子会社株式の取得によ
る 持 分 の 増 減 －

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) △774 405 △369 △369

当連結会計年度変動額合計 △774 405 △369 408,205

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 11 2,701 2,713 4,570,216

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備
工 具 、 器 具 及 び 備 品
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
敷 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

2,405,049
1,241,279
1,035,150

88,860
40,796

△1,036
2,841,582

262,126
97,210

151,250
13,664

1,325,155
1,181,499

142,694
961

1,254,300
328,652
580,606
140,647
31,346

163,972
9,561
△486

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 1,026,677

買 掛 金 600,085
未 払 金 26,099
未 払 費 用 243,913
未 払 法 人 税 等 73,409
そ の 他 83,168

固 定 負 債 45,850
資 産 除 去 債 務 45,526
そ の 他 323

負 債 合 計 1,072,527
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,085,980
資 本 金 988,263
資 本 剰 余 金 2,018,234

資 本 準 備 金 1,274,248
そ の 他 資 本 剰 余 金 743,986

利 益 剰 余 金 1,195,475
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,195,475

繰 越 利 益 剰 余 金 1,195,475
自 己 株 式 △115,993

評 価 ・ 換 算 差 額 等 88,124
その他有価証券評価差額金 88,124

純 資 産 合 計 4,174,104
資 産 合 計 5,246,631 負 債 純 資 産 合 計 5,246,631

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,799,974

売 上 原 価 4,844,138
売 上 総 利 益 1,955,835

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,483,462
営 業 利 益 472,373

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,487

受 取 配 当 金 35

そ の 他 255 1,779

営 業 外 費 用
支 払 手 数 料 1,249
固 定 資 産 除 却 損 5,850
投 資 有 価 証 券 評 価 損 648
そ の 他 501 8,250

経 常 利 益 465,902
税 引 前 当 期 純 利 益 465,902
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 92,069

過 年 度 法 人 税 等 1,960

法 人 税 等 調 整 額 51,796 145,826
当 期 純 利 益 320,075

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 967,723 1,253,708 744,975 1,998,684 875,399 875,399 △696 3,841,111

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 20,539 20,539 20,539 41,079

当 期 純 利 益 320,075 320,075 320,075

自己株式の取得 △169,462 △169,462

自己株式の処分 △989 △989 54,166 53,176

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) －

当 期 変 動 額 合 計 20,539 20,539 △989 19,550 320,075 320,075 △115,296 244,868

当 期 末 残 高 988,263 1,274,248 743,986 2,018,234 1,195,475 1,195,475 △115,993 4,085,980

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計そ の 他 有 価

証 券 評 価 差
額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 786 786 3,841,897

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 41,079

当 期 純 利 益 320,075

自己株式の取得 △169,462

自己株式の処分 53,176

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) 87,338 87,338 87,338

当 期 変 動 額 合 計 87,338 87,338 332,206

当 期 末 残 高 88,124 88,124 4,174,104

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月22日
ＳＭＮ株式会社

取締役会　御中
PwCあらた有限責任監査法人
　　　東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴　木　直　幸 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宍　戸　賢　市 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＳＭＮ株式会社の2019年４月１日から2020年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＳＭＮ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月22日
ＳＭＮ株式会社

取締役会　御中
PwCあらた有限責任監査法人
　　　東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴　木　直　幸 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宍　戸　賢　市 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＳＭＮ株式会社の2019年４月１日から2020
年３月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第23期事業年度における取締役の職務の執
行について監査し、本監査報告書を作成いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の

内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、その構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査
を実施しました。

　①　監査等委員会は監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、毎月定期的に監査等委員会を開催し、
監査等委員間で意見交換を行うほか、会社の内部監査部門その他の内部統制所管部門と連携の上、取
締役会その他重要な会議等に出席し意思決定の過程および内容等について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容を閲覧し、取締役及び主要
な使用人等の職務の執行に関する状況、並びに本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を
図り、必要に応じて子会社から事業の状況の報告を受け、業務及び財産の状況を調査しました。

　②　会計監査人からは、事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに監査結果の報告を受け、意見
交換を行いました。さらに適宜に会計監査人と意思疎通を図り、会計監査人が独立の立場を保持し、
かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2020年５月22日
Ｓ Ｍ Ｎ 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会
監 査 等 委 員
（委員長、社外取締役） 吉 村 　 正 直 ㊞
監 査 等 委 員
（ 社 外 取 締 役 ） 荒 田 　 賢 司 ㊞
監 査 等 委 員
（ 社 外 取 締 役 ） 相 内 　 泰 和 ㊞

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会場　東京都渋谷区道玄坂一丁目12番２号　渋谷マークシティ内

渋谷エクセルホテル東急　６階　プラネッツルーム
連絡先：03-5457-0109（ホテル代表番号）

セルリアンタワー

至東名高速 首都高速３号線

井の頭線 渋谷マークシティ
ハチ公

東急プラザ

半蔵門線
銀座線

東急百貨店
本店

至六本木

SHIBUYA109
Q-FRONT109MEN'S

田園都市線

渋谷駅
渋谷エクセルホテル東急

至
恵
比
寿

東
横
線

至
原
宿
　
山
手
線
・
埼
京
線

宮
下
公
園

副
都
心
線

丸
井 明

治
通
り

道玄坂
入口

国道246号線
至青
山

宮益坂

文化村通り

公園通り

Ｐ

交通のご案内
■ＪＲ（山手線・埼京線）・東京メトロ（銀座線・半蔵門線・副都心線）・
東急（東横線・田園都市線）「渋谷駅」直結
■京王（井の頭線）「渋谷駅」上部

ホテル
エントランス

至駐車場

京王井の頭線
ホーム

店舗

6F
5F
4F
3F
2F

1F

B1F

渋
谷
マ
ー
ク
シ
テ
ィ

会議・宴会場（プラネッツルーム）
ホテルロビー/フロント/ラウンジ

店舗/遊歩道
店舗

コンコース

店舗

店舗

ホテル
エントランス

ホテル
エントランス

連絡通路
東京メトロ銀座線
JR山手線玉川口

渋
谷
駅

東急百貨店
東横店

■１階又は３階からエクセルホテル専用エレベーターにて６階に
お越しください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


